
 

 

【別 表】 
 

区   分 事業種目 事業主体 補助対象経費 補 助 率 採択基準等 
 
森林の育成・整備に関する
事業 

 
山林用優良苗木計画生
産推進事業 

 
群馬県山林種苗緑化協同組合 

 
健全な森林を造成するた

め、優良苗木（確認苗木）を
計画的に生産し、苗木の円滑
供給体制を確立するために要
する経費  

 
代表理事が予

算の範囲内で定
めた額 

 

 
林業労働力の安定確保に関
する事業 
 
 
 
 
 

 
新規就労支援事業 

 
・林業事業主 

 

 
・支度金 
新規就労者に対して用意す

る作業服、道具等（チェンソ
ー、刈払機を含む）基本的装
備及び作業用具の購入に要す
る経費 

 
１／２以内 

ただし、1 人 8 万
円を上限とする。 

 
①事業主体が経費を全額負担する場合に限る
こととし、全国森林組合連合会が行う「緑の
雇用」関係事業等との併用は認めない。 
②長期就労の見込める新規就労者とし、５年

未満の有期雇用契約者は補助対象としない。 

 

  
・住宅手当 
新規就労者に住宅手当を支

給する場合これに要する経費 

 
１／２以内 

ただし、1 人一月
5 千円を上限とす
る。  

 
①事業主体が経費を負担する場合に限ること
とし、全国森林組合連合会が行う「緑の雇用
」関係事業等との併用は認めない。 
②長期就労の見込める新規就労者とし、５年
未満の有期雇用契約者は補助対象としない。 
③新規就労から５年満了までを補助対象期間
とする。 
 

  
・移転料 
新規就労に伴い県外から県

内に住居を移転した者に対
し、その移転料を負担するた
めに要する経費 

 
10／10 以内 

ただし、単身者 3
万円、家族を伴う
者 5 万円を上限と
する。 
 

 
①事業主体が経費を負担する場合に限る。 
② 新規就労者が４箇月以上林業現場で従事し
ている場合に限る。 
③他の事業との併用は認めない。 

  
高機能安全装具導入促
進事業 

 
・林業事業主（１人親方を含
む。） 

 
林業従事者の労働災害防止

のため、安全性の高い装具の
配布に要する経費  

 
１／２以内 

ただし、１事業主
体につき 15 万円
を上限とする。ま
た、林業従事者１
人につき年度毎に
装具２点までとす
る。 
  

 
① 事業主体が経費を負担する場合に限る。 

ただし、全国森林組合連合会が行う「緑の
雇用」関係事業等との併用は認めない。 

②配布対象者は、原則、年間従事日数 150 日
以上の林業従事者で、補助対象装具は次の
とおりとする。 
・安全ズボン・安全ブーツ・高視認上着 
・防震手袋・イヤマフ付き高機能ヘルメッ
ト・安全ベルト・充電式ファン付ジャケッ
ト・同時通話無線機・フルハーネス型墜落
制止用器具 

林業労働安全衛生

の確保事業 



 

 

区   分 事業種目 事業主体 補助対象経費 補 助 率 採択基準等 

  
林業労働安全衛生

の確保事業 

 
資格取得促進事業 
 
 

 

 
・林業事業主（１人親方を
含む。）   

 
林業現場における施工管

理者と高性能林業機械等の
オペレーターの養成や林業
従事者の基礎的な資格取得
に要する経費 

 
１／２以内 

ただし、土木
施工管理技士
及び造園施工
管理技士は８
万円を上限と
する。 

 
①事業主体が経費を負担する場合に限る。 
②補助対象講習等は次のとおりとする。 
・土木施工管理技士 
・造園施工管理技士 
・普通救命講習 
・刈払機取扱作業者安全衛生教育 
・荷役運転機械等によるはい作業従事者安全教育 
・伐木等の業務に係る特別教育 
・機械集材装置の運転業務に係る特別教育 
・ショベルローダー等の運転業務に係る特別教育 
・走行集材機械の運転業務に係る特別教育 
・伐木等機械の運転業務に係る特別教育 
・簡易架線集材装置等の運転業務に係る特別教育 
・車両系建設機械運転技能講習 
・不整地運搬車運転技能講習 
・小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習 
・高所作業車運転技能講習   
・玉掛技能講習 
・造林作業の作業指揮者等安全衛生教育 
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 
・はい作業主任者技能講習 
・安全衛生推進者養成講習 
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 
・その他代表理事が必要と認めた技能講習等 
③他の団体等が実施している助成を受ける場合は、
適用外とする。 
 

  
 注）軽微な変更は、事業量・事業費の減、又は２０％以内の増減とし、これを超える場合は重要変更に該当し、事業変更承認が必要となる。 


